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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
親水性及び疎水性流体で構成された混合流体を貯蔵し、前記混合流体が移動する経路を提
供する流体移動経路を介して前記混合流体が移動するように前記流体移動経路と連結され
る第１の連結部及び第２の連結部を含む流体貯蔵部；
前記流体移動経路の一経路に超音波を集束させ、前記混合流体が前記一経路を移動すると
き、前記混合流体に含まれた各流体を前記の集束された超音波によって互いに分散させる
流体分散部；及び
前記第１の連結部を介して前記混合流体のうち相対的に不十分に分散された部分の混合流
体が前記流体貯蔵部から前記流体分散部に移動するようにし、前記流体分散部によって分
散された前記混合流体が前記第２の連結部を介して前記流体貯蔵部に移動するように前記
混合流体を循環させる流体循環部；を含み、
前記流体分散部は、
前記流体移動経路の一経路を軸中心として取り囲むように設置される中空の集束管と、前
記集束管の外周面に連結されるように設置された圧電振動子と、を含む超音波集束部；及
び
前記集束管の中空部に充填された媒質；を含み、
前記超音波集束部で発生した超音波が、前記媒質を介して前記流体移動経路の一経路に伝
達されることを特徴とする超音波集束流体分散混合装置。
【請求項２】
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　前記媒質が、水、グリセリンまたは水とグリセリンとの混合物である、請求項１に記載
の超音波集束流体分散混合装置。
【請求項３】
前記圧電振動子は圧電トランスデューサーであることを特徴とする、請求項１に記載の超
音波集束流体分散混合装置。
【請求項４】
前記超音波集束部に超音波を発生させるための電気的な信号を提供するための信号発生部
と、増幅部と、を含んで構成される電源供給装置をさらに含むことを特徴とする、請求項
１に記載の超音波集束流体分散混合装置。
【請求項５】
前記電源供給装置は、
前記超音波集束部で発生する超音波の周波数を変調するための周波数変調部；をさらに含
むことを特徴とする、請求項４に記載の超音波集束流体分散混合装置。
【請求項６】
前記流体貯蔵部に設置され、前記混合流体の分散程度を示す情報を測定する流体分析部；
及び
前記流体分析部で測定された前記混合流体の分散程度を示す情報に従って前記流体循環部
の動作を制御するプロセッサ；をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の超音波
集束流体分散混合装置。
【請求項７】
前記流体分析部は、
前記混合流体のゼータ電位、粒子サイズ、密度、濃度、屈折率及び色のうち少なくとも一
つを測定するセンサーを含み、前記センサーから測定された情報を前記プロセッサに伝送
することを特徴とする、請求項６に記載の超音波集束流体分散混合装置。
【請求項８】
親水性及び疎水性流体で構成された混合流体を流体移動経路を介して移動させるステップ
；
前記流体移動経路の一経路に超音波を集束させ、前記混合流体が前記一経路を経由すると
き、前記混合流体に含まれた各流体を前記の集束された超音波によって互いに分散させる
ステップ；及び
前記混合流体のうち相対的に不十分に分散された部分の混合流体が前記流体移動経路に再
び流入できるように、前記不十分に分散された部分の混合流体を循環させるステップ；を
含み、
前記超音波は、超音波集束部で発生し、前記超音波集束部は、前記流体移動経路の一経路
を軸中心として取り囲むように設置される中空の集束管と、前記集束管の外周面に連結さ
れるように設置された圧電振動子と、を含んでなり、前記集束管の中空部に媒質が充填さ
れ、前記超音波集束部で発生した超音波が、前記媒質を介して前記流体移動経路の一経路
に伝達されることを特徴とする超音波集束流体分散混合方法。
【請求項９】
前記混合流体は、少なくとも水及び水より比重の小さい疎水性物質を含んで構成され、
前記混合流体を循環させるステップは、
前記混合流体のうち相対的に比重の小さい部分の混合流体が前記流体移動経路に再び流入
できるように前記混合流体を循環させることを特徴とする、請求項８に記載の超音波集束
流体分散混合方法。
【請求項１０】
親水性流体と疎水性流体とが混合された混合流体をマイクロメートル単位で分散させる前
処理部、及び 
前記前処理部で分散された前記混合流体を貯蔵し、前記混合流体が移動する経路を提供す
る流体貯蔵部を含み、
前記流体貯蔵部には、超音波を集束させ、前記混合流体に含まれた各流体を前記の集束さ
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れた超音波によって互いに分散・混合させる超音波集束装置が、一経路に設置された流体
移動経路と多数の連結部を介して連結され、前記混合流体が、前記流体貯蔵部から前記流
体移動経路に流入され、前記超音波集束装置によって分散され、前記流体移動経路を介し
て前記流体貯蔵部に流入するように設置され、
前記超音波集束装置は、前記流体移動経路の一経路を軸中心として取り囲むように設置さ
れる中空の集束管と、前記集束管の外周面に連結されるように設置された圧電振動子と、
を含んでなり、前記集束管の中空部に媒質が充填され、前記超音波が、前記媒質を介して
前記流体移動経路の一経路に伝達される、ことを特徴とする超音波集束流体の分散混合の
ための流体供給装置。
【請求項１１】
前記多数の連結部は、
前記混合流体のうち相対的に不十分に分散された部分の混合流体が前記流体貯蔵部から前
記流体移動経路に流入するように形成された第１の連結部；及び
前記超音波集束装置によって分散された前記混合流体が前記流体移動経路から前記流体貯
蔵部に流入するように形成された第２の連結部；を含むことを特徴とする、請求項１０に
記載の超音波集束流体の分散混合のための流体供給装置。
【請求項１２】
前記流体貯蔵部、前記第１の連結部、前記流体移動経路及び前記第２の連結部を介して前
記混合流体が順次移動するように前記混合流体を循環させる循環装置；をさらに含むこと
を特徴とする、請求項１１に記載の超音波集束流体の分散混合のための流体供給装置。
【請求項１３】
前記混合流体は、少なくとも水及び水より比重の小さい疎水性物質を含んで構成され、
前記第１の連結部は、前記第２の連結部より高い位置に設置されたことを特徴とする、請
求項１１に記載の超音波集束流体の分散混合のための流体供給装置。
【請求項１４】
前記第１の連結部は、
前記流体貯蔵部に貯蔵された前記混合流体を比重に応じて３個の領域に分類するとき、比
重が最も小さい領域の混合流体と比重が最も大きい領域の混合流体が位置した領域に設置
された２つの連結部を含んで構成され、
前記第２の連結部は、
前記第１の連結部が設置された２つの領域を除いた領域の混合流体が位置した領域に設置
されたことを特徴とする、請求項１１に記載の超音波集束流体の分散混合のための流体供
給装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、親水性及び疎水性流体で構成された混合流体を分散及び混合するための技術に
関し、具体的には、界面活性剤などの親水性流体と疎水性流体とを混ぜるための混合物を
添加することなく、超音波を用いて流体を均一に且つ安定的に分散・混合するための技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、化粧品、調味料、医療物質などの品質を高めるために、多様な材料が使用されて
いる。このような各材料は、互いに混合されて製品化されており、食用、化粧用または医
療用に使用するために、水などの液体に混合された状態で商品化されて提供されている。
【０００３】
また、前記各製品に使用される各物質は、親水性物質と疎水性物質とに大きく区分するこ
とができる。親水性物質は、水に混じりやすい物質であって、親水性基の化学構造を有し
ており、疎水性物質は、水に混じりにくい物質であって、代表的に油などの物質が疎水性
基の化学構造を有している。
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【０００４】
したがって、前記各製品に親水性物質と疎水性物質とを混合する場合、流体が互いに混じ
っていない状態で販売されるしかなく、この場合、製品の質の低下及び外観上の不適切性
も指摘され、親水性物質と疎水性物質とを均質に混ぜた混合流体を開発するための研究が
持続的になされてきた。
【０００５】
界面活性剤（乳化剤）などの混合物は、親水性基と親油性基を共有しており、水と油など
の親水性物質と疎水性物質とを均質に混ぜるために使用されている。しかし、このような
混合物は、油の種類に応じて異なる混合物が必要となり、追加的な混合物の添加によって
人体に良くない影響を及ぼし得るので、このような混合物を添加することなく、親水性物
質と疎水性物質とを混ぜるための技術の必要性が指摘されてきた。
【０００６】
このような問題を解決するために、超音波を用いた物質などの分散混合技術が提案されて
きた。代表的に超音波分散に使用される技術としては、バス（Ｂａｔｈ）タイプ、カップ
（Ｃｕｐ）タイプ及びホーン（Ｈｏｒｎ）タイプが使用されてきた。しかし、このような
超音波分散混合技術によると、大容量の流体を分散・混合しにくく、流水中の静圧が蒸気
圧以下になって水が蒸発し、水中に溶け込んだ空気に低い圧力によって気泡が発生するこ
とによって、騒音、振動及び浸食が発生する現象であるキャビテーション（Ｃａｖｉｔａ
ｔｉｏｎ）現象が不均一に発生し、粒子がマイクロメートル単位のサイズに分散されて混
合されるので、分散性能における限界が指摘されてきた。また、上述したように、分散さ
れる粒子がマイクロ単位のサイズに大きく形成されるので、時間の経過と共に親水性物質
と疎水性物質とに再び分離される不安定性が指摘されてきた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
そこで、本発明は、超音波を用いて親水性物質と疎水性物質とを混合し、均一な分散・混
合を可能にすることによって分散性能を大きく高めることができ、時間の経過後に親水性
物質と疎水性物質とが分離される現象を最小化し、安定性のある混合流体を生成する技術
を提供することを目的とする。
【０００８】
また、本発明は、流体の混合時に流体を均一に分散及び混合させ、分散の効率を高めるた
めの流体供給技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
前記目的を達成するために、本発明の一実施例に係る超音波集束流体分散混合装置は、親
水性物質及び疎水性物質を含む少なくとも二つ以上の流体が混合された混合流体を貯蔵し
、前記混合流体が移動する経路を提供する流体移動経路を介して前記混合流体が移動する
ように前記流体移動経路と連結される第１の連結部及び第２の連結部を含む流体貯蔵部；
前記流体移動経路の一経路に超音波を集束させ、前記混合流体が前記一経路を移動すると
き、前記混合流体に含まれた各流体を前記の集束された超音波によって互いに分散させる
流体分散部；及び前記第１の連結部を介して前記混合流体のうち相対的に不十分に分散さ
れた部分の混合流体が前記流体貯蔵部から前記流体分散部に移動するようにし、前記流体
分散部によって分散された前記混合流体が前記第２の連結部を介して前記流体貯蔵部に移
動するように前記混合流体を循環させる流体循環部；を含むことを特徴とする。
【００１０】
本発明の一実施例に係る超音波集束流体の分散・混合のための流体供給装置は、親水性流
体と疎水性流体とが混合された混合流体が移動する経路を提供し、超音波を集束させ、前
記混合流体に含まれた各流体を前記の集束された超音波によって互いに分散・混合させる
超音波集束装置が一経路に設置された流体移動経路と多数の連結部を介して連結され、前
記混合流体を前記流体移動経路に流入させ、前記超音波集束装置によって分散された混合



(5) JP 6110563 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

流体が前記流体移動経路を介して流入するように設置された流体貯蔵部；及び前記混合流
体が前記流体貯蔵部に貯蔵される前に、前記混合流体をマイクロメートル単位で分散させ
て前記流体貯蔵部に提供する前処理部；を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によると、流体の移動経路上に超音波を集束させ、親水性物質と疎水性物質を分散
させながら互いに混合させる機能を行うので、親水性物質と疎水性物質とが互いに均質に
分散及び混合された混合流体を提供できるという効果がある。
【００１２】
また、前記のような構成によると、時間の経過後に混合流体において親水性物質と疎水性
物質とが再び分離される現象を最小化することができ、安定性のある混合流体を提供でき
るという効果がある。
【００１３】
一方、前記のような構成によると、大容量の流体を分散・混合できる構造を形成すること
ができ、均一で且つ安定性のある混合流体を大量生産できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施例に係る超音波集束流体分散混合装置の概略的な構成図である。
【図２】本発明の一実施例の具現のための流体分散部の具体的な構成例を示した斜視図及
びブロック図である。
【図３】本発明の他の実施例によって流体循環部を制御する構成に関するブロック図であ
る。
【図４】既存の超音波分散装置に関する概略的な側断面図である。
【図５】既存の超音波分散装置に関する概略的な側断面図である。
【図６】既存の超音波分散装置に関する概略的な側断面図である。
【図７】本発明の一実施例に係る超音波集束流体分散混合方法に対するフローチャートで
ある。
【図８】本発明の一実施例に係る超音波集束流体の分散・混合のための流体供給装置の構
成ブロック図である。
【図９】本発明の他の実施例に係る流体貯蔵部及び連結部の構造の例を示した図である。
【図１０】本発明の一実施例の具現に係る混合流体の分散程度を概略的に表示した図であ
る。
【図１１】本発明の一実施例によって試料を分散・混合させた実験結果を示すグラフ及び
顕微鏡撮影資料である。
【図１２】本発明の一実施例によって試料を分散・混合させた実験結果を示すグラフ及び
顕微鏡撮影資料である。
【図１３】本発明の一実施例によって試料を分散・混合させた実験結果を示すグラフ及び
顕微鏡撮影資料である。
【図１４】本発明の一実施例によって試料を分散・混合させた実験結果を示すグラフ及び
顕微鏡撮影資料である。
【図１５】本発明の一実施例によって試料を分散・混合させた実験結果に基づいて、分散
された混合流体の透過率及び後方散乱率を時間の経過と共に測定した結果を示すグラフで
ある。
【図１６】本発明の一実施例によって試料を分散・混合させた実験結果に基づいて、分散
された混合流体の透過率及び後方散乱率を時間の経過と共に測定した結果を示すグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、添付の図面を参照して、本発明の一実施例に係る超音波集束流体分散混合装置及び
方法と超音波集束流体の分散・混合のための流体供給装置について説明する。
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【００１６】
図１は、本発明の一実施例に係る超音波集束流体分散混合装置の概略的な構成図である。
【００１７】
図１を参照すると、本発明の一実施例に係る超音波集束流体分散混合装置は、流体貯蔵部
１０、流体分散部２０及び流体循環部３０を含んで構成され、前記各構成の機能遂行に従
って混合流体が移動する流体移動経路４０は、図１に示したように、流体貯蔵部１０、流
体分散部２０及び流体循環部３０を連結しながら備えられる。
【００１８】
流体貯蔵部１０は、互いに比重が異なり、親水性物質及び疎水性物質を含む少なくとも二
つ以上の流体が混合された混合流体を貯蔵しており、貯蔵された混合流体が移動する経路
を提供する流体移動経路４０を介して混合流体が移動するように、流体移動経路と連結さ
れる第１の連結部１１及び第２の連結部１２を含んで構成される。
【００１９】
混合流体は、流体貯蔵部１０に貯蔵されるが、少なくとも親水性物質及び疎水性物質を含
んで構成されることが好ましい。すなわち、混合流体は、原則的に互いに溶解されない二
つ以上の物質で構成される。
【００２０】
第１の連結部１１は、少なくとも混合流体が流体貯蔵部１０に貯蔵されるとき、最も高い
流面より低く設置され、第２の連結部１２より高い位置に設置され得る。これは、例えば
、混合流体が水及び水より比重の小さい疎水性物質で構成される場合、混合流体のうち不
十分に分散された部分、すなわち、比重の小さい疎水性物質が水に不十分に混じった部分
の混合流体が、第１の連結部１１を介して流体移動経路４０に流入しなければならないた
めである。しかし、疎水性物質と親水性物質の比重に応じて、第１の連結部１１と第２の
連結部１２の設置位置が変わり得ることは当然である。
【００２１】
すなわち、上述したように、第１の連結部１１を介して混合流体のうち相対的に不十分に
分散された部分の混合流体が流体貯蔵部１０から流体分散部２０に流入し、以下で説明す
る流体循環部３０によって分散された混合流体が流体分散部２０から第２の連結部１２を
介して流体貯蔵部１０に再び流入する構造であればいずれの構造も可能である。
【００２２】
流体貯蔵部１０は、円筒状の構造、または互いに異なる高さの複数の遮断膜を有する構造
などの多様な構造からなり得る。流体貯蔵部１０の形態は、以下で説明する混合流体の循
環のための構造であればいずれも可能である。
【００２３】
流体分散部２０は、流体移動経路４０の一経路に超音波を集束させ、混合流体が流体移動
経路４０を循環する途中で前記一経路に移動するとき、混合流体に含まれた物質、すなわ
ち、各流体を、集束された超音波によって互いに分散・混合させる機能を行う。
【００２４】
例えば、混合流体に水と油が存在すると仮定すると、流体分散部２０は、流体移動経路４
０の一経路上に移動している混合流体に超音波を集束するようになり、これによって油粒
子を水に均一に分散させる機能を行う。
【００２５】
流体分散部２０の具体的な構成例を図２に示している。図２は、本発明の一実施例の具現
のための流体分散部２０の具体的な構成例を示した斜視図及びブロック図である。
【００２６】
流体分散部２０は、集束管２１及び圧電振動子２２を含む超音波集束部（図示せず）と、
媒質２３とを含んで構成される。流体分散部２０は、互いに溶解されない二つ以上の物質
の移動経路上に超音波を集束させ、各物質を分散・混合するための構成であれば、図２の
構成以外のいずれの構成も可能である。
【００２７】
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集束管２１は、流体移動経路４０の一経路を取り囲むように設置され、中空状に形成され
ている。集束管２１は、流体移動経路４０の長手方向に軸が形成された円筒状であること
が好ましく、本発明の実施例では、金属材質、例えば、アルミニウムなどの材質で構成で
きるが、以下で説明する圧電振動子２２で発生した超音波を流体移動経路４０に伝達する
ための材質であればいずれの材質も使用可能である。
【００２８】
圧電振動子２２は、電源供給装置５０から印加された電気エネルギーを超音波エネルギー
に変換するための装置として、本発明の実施例では、鉛、ジルコニウム及びチタンを含む
圧電セラミックトランスデューサーを用いているが、このような機能を行えるならいずれ
のエネルギー変換器も使用可能である。
【００２９】
圧電振動子２２は、電気エネルギーが印加されるとき、集束管２１の中空円筒状で半径方
向に振動する機能を行う。このとき、媒質２３は集束管２１の内部に充填されており、こ
れによって、圧電振動子２２、すなわち、超音波集束部で発生した超音波は媒質２３に伝
達され、直ぐ集束管２１の中心に集まるようになり、その結果、集束管２１の中心には非
常に強い集束超音波音場を形成するようになる。
【００３０】
このとき、流体移動経路４０の一経路は、好ましくは、集束管２１の軸中心部、すなわち
、上述した非常に強い集束超音波音場が形成される集束管２１の中心部に設置されること
によって、流体移動経路４０の一経路を介して循環する混合流体に強い集束超音波音場が
加えられるようになる。これによって、混合流体において互いに溶解されなくなる二つ以
上の物質は、互いにナノ粒子単位で分散され、それら間の凝集力が少なくなり、互いに均
一に混じるようになる。
【００３１】
親水性物質と疎水性物質は、水に対する親和性を基準にして区分され、これは、平らな表
面での水滴の幾何学的形状によって分類される。水滴のエッジと表面との間の角度を接触
角として分類し、接触角が９０度以下になると、該当の表面は親水性と規定され、接触角
が９０度以上になると、該当の表面は疎水性に分類される。
【００３２】
具体的には、親水性物質は、電気的に非対称構造を有する極性分子を含むことができ、疎
水性物質は、電気的に対称構造を有する分子を意味する。
【００３３】
これら各物質間の溶解のためには、上述したように、親水性基と疎水性基を全て有する乳
化剤などの混合物を添加する方法がある。
【００３４】
しかし、乳化剤は、化学物質であって、特に、化粧品、医療用液体、食用液体などに使用
すると、人体に与える影響上、不安全な面があり、通常、乳化剤を添加したとしても、時
間の経過と共に各物質が再び分離される現象が発生するという問題がある。
【００３５】
したがって、親水性物質と疎水性物質を、乳化剤を添加せずに互いに均一に混合、すなわ
ち、互いに溶解させるためには、各物質のうち互いに同一の物質同士が引き寄せ合う凝集
力を除去し、異なる物質を均一に分散させる過程が必要である。
【００３６】
このために、上述した超音波エネルギーの印加によって各物質間の凝集力を減少させるこ
とが提案されており、本発明の実施例を除いた既存の超音波分散装置の側断面図の例を図
４～図６に示している。
【００３７】
まず、図４は、バス（Ｂａｔｈ）タイプの超音波分散装置を示している。バスタイプの場
合、超音波発生部１００が対象物質１２０の両側に位置し、媒質１１０を介して超音波を
両側から対象物質１２０に向かって伝達する。
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【００３８】
一方、図５のカップ（Ｃｕｐ）タイプの超音波分散装置は、超音波発生部２００が対象物
質２２０の下側に位置し、媒質２１０を介して超音波を下側から対象物質２２０に向かっ
て伝達する。
【００３９】
一方、図６のホーン（Ｈｏｒｎ）タイプの超音波分散装置は、超音波発生部３００が対象
物質３２０の中央部分に挿入されるように位置し、対象物質３２０に超音波を直接伝達す
る。
【００４０】
図４～図６の超音波分散装置は、非常に低い周波数（約２０ｋＨｚ）の超音波を発生させ
るようになり、これによって、ナノ単位で各流体粒子を分散させなければならない場合に
おいて、各粒子のサイズに比べて波長が過度に大きい関係で、各流体の分散に適切でない
だけでなく、図４～図６に示した構造上、容器の壁面などからの多重反射が発生し、超音
波相互間の補強干渉及び消滅干渉が起こり、対象物質内に超音波の音圧が不均一に分布さ
れるようになる。その結果、分散されやすい部分と分散されにくい部分が存在するように
なるので、分散効率が非常に減少するという問題がある。
【００４１】
また、バスタイプやホーンタイプの場合、熱が発生し、長時間の動作時に効率が低下する
ことによって、凝集された粒子が分散されずに固まっている現象が発生するという短所が
ある。
【００４２】
特に、音圧分布などの不均一性により、上述したように、キャビテーション現象が不均一
に発生することによって、分散性能が非常に低下するという問題がある。
【００４３】
また、超音波が集束されず、非常に周波数が低い超音波のみが使用可能であるので、上述
したように、分散される粒子のサイズがマイクロメートル単位になるしかなく、各粒子間
の凝集力が強いので、時間の経過と共に疎水性物質と親水性物質に再び分散される現象が
発生するという問題がある。
【００４４】
しかし、本発明の集束管２１、圧電振動子２２及び媒質２３の構成によると、流体移動経
路４０上の一経路に超音波が強く集束される。すなわち、本発明による実験例に基づいて
検討すると、図４～図６による既存の超音波分散装置に比べて、集束される超音波の周波
数が約４００ｋＨＺ程度であって、非常に高い周波数（短い波長）のエネルギーによって
分散が行われるので、水と油などの親水性物質及び疎水性物質の各粒子は、前記既存の方
法に比べて非常に小さいサイズ、例えば、ナノメートル単位でナノエマルジョン化するこ
とができ、より効果的に分散させることができる。また、キャビテーションも、構造上、
均一に行わせることができ、分散の持続性が大きく向上し、分散の効率を非常に高めるこ
とができるという長所がある。
【００４５】
また、媒質２３が水、グリセリンまたは水とグリセリンとの混合物などの物質で構成され
る場合、圧電振動子２２への音波の伝達効率が非常に高く、分散効率が増加し得る。
【００４６】
電源供給装置５０は、信号発生部５１及び増幅部５２を含んで構成され、超音波集束部の
うち圧電振動子２２に電気的に連結されるように設置されることによって、圧電振動子２
２に電気的な信号、すなわち、電気エネルギーを提供し、前記のように圧電振動子２２で
超音波を発生させる機能を行う。もちろん、前記他の構成と同様に、圧電振動子２２に超
音波を発生させる電気エネルギーを提供するための構成であれば、いずれも電源供給装置
５０として使用可能である。
【００４７】
電源供給装置５０は、周波数変調部５３をさらに含むことができる。周波数変調部５３は
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、超音波集束部、具体的には、圧電振動子２２で発生する超音波の周波数を変調する機能
を行う。
【００４８】
混合流体は、特定物質のみが混合されたものではなく、使用者の必要に応じて多様な物質
が混合流体に含まれ得る。この場合、より効果的に混合流体を分散させるために、混合流
体に加えられる超音波の周波数を変調する必要性がある。周波数変調部５３は、このよう
な機能を行うために、圧電振動子２２で発生する超音波の周波数を変調できるようにする
。
【００４９】
前記のような流体分散部２０の構成を通じて混合流体を全般的に分散及び混合するために
は、混合流体を流体移動経路４０を介して流体貯蔵部１０から流体分散部２０に、再び流
体分散部２０から流体貯蔵部１０に循環させなければならない。
【００５０】
流体循環部３０は、第１の連結部１１を介して混合流体のうち比重が相対的に小さい部分
の混合流体が流体貯蔵部１０から流体分散部２０に移動するようにし、流体分散部２０に
よって分散及び混合された混合流体が第２の連結部１２を介して流体貯蔵部１０に移動す
るように混合流体を循環させる機能を行う。
【００５１】
図１に示した流体貯蔵部１０及び流体循環部３０の構成を見ると、第１の連結部１１を介
して流体分散部２０に流入する混合物質は、前記流体貯蔵部１０に対する説明で言及した
ように、親水性物質と疎水性物質が相対的に不十分に分散された部分の混合物質であるこ
とが好ましい。
【００５２】
このような構造を通じて、親水性物質と疎水性物質とが混合された混合流体を、超音波が
強く集束された位置に通過させ、各粒子を分散させて互いに溶解させることができ、流体
貯蔵部１０の構造を通じて相対的に不十分に溶解された混合物質をより多く流体分散部２
０に流入させることによって、分散効率を高めることができるという効果がある。
【００５３】
図３は、本発明の他の実施例によって流体循環部を制御する構成に関するブロック図であ
る。
【００５４】
図１、図２、図４～図６に対する説明で言及したように、流体循環部３０は、混合流体を
流体貯蔵部１０と流体分散部２０に循環させる機能を行う。
【００５５】
このような流体循環部３０は、分散力の面で長時間動作することが当然であるが、分散基
準に従ってほぼ完璧に分散が行われたと判断される場合は、エネルギー節約の面で動作を
停止させることが好ましい。
【００５６】
このために、図３を参照すると、本発明の他の実施例によって流体循環部３０を制御する
構成として、流体分析部７０及びプロセッサ６０が追加されたことを確認することができ
る。
【００５７】
流体循環部３０は、流体移動経路４０に基づいて、分散処理が完了した混合流体を第２の
連結部１２を介して流体貯蔵部１０に流入させ、流体貯蔵部１０に貯蔵された混合流体を
第１の連結部１１を介して流体分散部２０に流入させる。
【００５８】
このとき、流体貯蔵部１０の一側に流体分析部７０が設置され、これによって混合流体の
分散程度を測定することができる。流体分析部７０は、本発明の実施例において、混合流
体のゼータ電位、粒子サイズ、密度、濃度、屈折率、色などの混合流体の情報を測定する
センサーを含んで構成され、分散の程度を測定し、プロセッサ６０に該当の情報を伝送す
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ることによって、プロセッサ６０が流体循環部３０及び流体分散部２０の駆動を制御でき
るようにする。
【００５９】
ゼータ電位（Ｚｅｔａ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ）は、粒子間の反撥力や引力のサイズに対す
る単位であって、ゼータ電位を測定することは、分散メカニズムを詳細に理解できるよう
にし、各粒子の分散を制御するのに重要な要素として作用するようになる。
【００６０】
ゼータ電位が大きいと、各粒子間の反撥力が大きく且つ安定的であると見なすことができ
、ゼータ電位が小さいと、凝集力が大きいと見なすことができる。粒子の電荷は、自由イ
オンに付着させ、電気２重層の電子雲を形成する。電気２重層を通じた電圧の減少は、コ
ロイド（Ｃｏｌｌｏｉｄ）に対する重要な変数として作用する。コロイドの性質に依存し
てゼータ電位が変わるようになる。すなわち、ゼータ電位は、コロイドが挙動する方式の
主要指標として使用することができる。
【００６１】
粒子周囲の液体層は、二つの部分として存在するようになるが、内側領域ではイオンが強
く結合し、外側領域では各粒子が単一の個体として挙動する。このような二つの部分間の
境界での電位がゼータ電位である。一般に、ゼータ電位の境界電圧は±３０ｍｖであって
、該当の電圧より大きい粒子は、安定化する程度に互いに反撥力が大きいと判断するよう
になる。
【００６２】
すなわち、ゼータ電位が大きいほど、各粒子間の反撥力が大きいので、各粒子が互いに凝
集されずに分散されたと見なすことができ、本発明での流体分析部７０は、混合流体のゼ
ータ電位を測定することによって、混合流体に含まれた各物質間の分散程度を測定するよ
うになる。
【００６３】
流体分析部７０は、混合流体に含まれた各物質間の分散程度を測定するための装置であれ
ばいずれも可能である。
【００６４】
プロセッサ６０は、流体分析部７０から測定された混合流体のゼータ電位を受信し、受信
したゼータ電位に応じて流体循環部３０の動作を制御する機能を行う。
【００６５】
具体的に、プロセッサ６０は、混合流体のゼータ電位が既に設定されたしきい電位（前記
±３０ｍｖより絶対値が大きい電位値）未満であると判断される場合は、前記のように各
物質間の凝集力が非常に大きいと判断し、流体循環部３０を動作させ、上述したように、
混合流体が循環するように制御する一方、混合流体のゼータ電位がしきい電位以上である
と判断される場合は、混合流体が安定的に分散及び混合されたと判断し、流体循環部３０
の動作を停止させるように制御するようになる。
【００６６】
一方、プロセッサ６０は、本発明の他の実施例において、流体循環部３０の動作のみなら
ず、例えば、流体分散部２０の動作を制御することができる。流体分散部２０の動作を制
御することは、流体分散部２０の周波数を制御したり、動作の有無を制御できる形態など
の制御形態を意味する。
【００６７】
このように混合流体の分散程度を実時間で測定して流体循環部３０の動作を制御すること
によって、より効率的な流体分散及び混合が可能になるという効果がある。実際に、本発
明の一実施例による実験例において、分散が完了した試料は、ゼータ電位値が－２５ｍＶ
～－５０ｍＶと測定され、このようなゼータ電位値が長い時間の間一定に維持されたこと
を確認したので、分散が非常に安定的な状態で持続されることを確認することができた。
【００６８】
図７は、本発明の一実施例に係る超音波集束流体分散混合方法に対するフローチャートで
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ある。以下の説明において、図１～図６に関する説明と重複する部分に対する説明は省略
する。
【００６９】
図７を参照すると、本発明の一実施例に係る超音波集束流体分散混合方法では、まず、前
記混合流体を流体移動経路を介して移動させるステップ（Ｓ１０）が行われる。流体移動
経路を介して混合流体を移動させるステップは、図１～図６に対する説明で言及したよう
に、流体貯蔵部及び流体循環部によって行われる機能と関連することが好ましいが、この
ような実施例も、本発明の一実施例に係る超音波集束流体分散混合方法を行うための一実
施例に過ぎなく、図１～図６の構成に制限されることはない。
【００７０】
その後、流体移動経路の一経路に超音波を集束させ、混合流体が一経路を移動するとき、
すなわち、経由するとき、混合流体に含まれた各流体を、上述したように、集束された超
音波によってナノメートル単位の粒子に互いに分散・混合させるステップ（Ｓ２０）を行
う。これは、図１～図６に関する説明において、流体分散部が行う機能に対する説明と同
一である。
【００７１】
その後、図１～図６に関する説明のうち流体循環部に対する説明で言及したように、混合
流体のうち相対的に不十分に分散された部分の混合流体が流体移動経路に再び流入できる
ように、不十分に分散された部分の混合流体を循環させるステップ（Ｓ３０）が行われる
。
【００７２】
図１～図６に対する説明で言及したように、Ｓ１０ステップ及びＳ３０ステップに対する
説明において、混合流体は、例えば、水及び水より比重の小さい疎水性物質を含むことが
でき、このとき、Ｓ３０ステップは、混合流体のうち相対的に比重の小さい部分の混合流
体が循環されるようにその機能を行うことができる。
【００７３】
一方、図３の流体分析部の機能と同様に、本発明の他の実施例において、センサーが混合
流体の分散程度を示す情報を測定するステップと、これによって混合流体の循環を制御す
るステップとをさらに行うことができる。もちろん、上述したように、センサーが測定す
る混合流体の分散程度を示す情報には、ゼータ電位、粒子サイズ、密度、濃度、屈折率、
色などの情報が含まれる。
【００７４】
また、Ｓ２０ステップに対する図１～図６に関する説明で言及したように、Ｓ２０ステッ
プで制御可能な情報は、混合流体の循環の制御のみならず、超音波の周波数及び超音波を
発生させる手段の作動有無の制御も含むことができる。
【００７５】
図８は、本発明の一実施例に係る超音波集束流体の分散・混合のための流体供給装置の構
成ブロック図である。以下の説明において、図１～図７と重複する部分に対する説明は省
略し、以下の説明において、図１～図７と同一の機能を行うとしても、他の名称で称され
る構成は互いに同一の構成と理解可能であることは当然である。
【００７６】
図８を参照すると、本発明の一実施例に係る集束超音波による流体分散のための流体供給
装置は、流体貯蔵部１０及び前処理部９０を含んで構成されることを特徴とする。
【００７７】
流体貯蔵部１０は、以下で説明する超音波集束装置８０及び循環装置８１によって循環さ
れる混合流体が貯蔵される構成を意味する。本発明において、混合流体は、上述したよう
に、親水性流体と疎水性流体とが混合された流体を意味する。例えば、水と油とが混じっ
た形態の流体が混合流体の例に該当し得るが、混合流体の例がこれに制限されることはな
い。
【００７８】
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また、以下で説明する超音波集束装置８０は、図１～図７に関する説明における流体分散
部と同一の機能をする構成を意味し、循環装置８１は、流体循環部と同一の機能をする構
成を意味する。
【００７９】
流体貯蔵部１０に貯蔵される混合流体は、流体移動経路４０を介して移動するようになる
が、好ましくは、循環装置８１によって流体移動経路４０を介して移動するようになる。
【００８０】
すなわち、混合流体は、流体貯蔵部１０から流体移動経路４０を介して循環しながら、超
音波集束装置８０によって分散及び混合される。超音波集束装置８０は、図８に示したよ
うに、流体移動経路４０の一経路に設置されている。
【００８１】
このような構成によると、混合流体が流体移動経路４０を移動する途中で超音波集束装置
８０が設置された一経路に至ると、図１～図７に対する説明で言及したように、超音波集
束装置８０によって発生する超音波が流体移動経路４０に集束され、集束された超音波に
より、混合流体に含まれた各流体は、ナノメートル単位で分散されながら乳化剤なしで混
合される。
【００８２】
超音波集束装置８０によって分散及び混合された混合流体は、循環装置８１によって流体
移動経路４０を介して再び流体貯蔵部１０に流入する。
【００８３】
前記機能が繰り返されることによって、流体貯蔵部１０に単純に混合されていた混合流体
は、完全に互いに分散されたり、均質に混合された状態になる。このような混合流体は、
他の機械的混合、乳化剤を通じた混合及び既存の他の超音波混合装置を用いた混合に比べ
て、ナノメートル単位の分散を通じて非常に均質な分散及び混合を可能にし、特に、時間
の経過と共に粒子が再び凝集され、親水性流体と疎水性流体とが再び分離される現象を最
小化することができる。
【００８４】
一方、図８に示したように、流体貯蔵部１０は、第１の連結部１１及び第２の連結部１２
を介して流体移動経路４０と連結される。
【００８５】
第１の連結部１１は、流体貯蔵部１０に貯蔵された混合流体のうち、相対的に不十分に分
散された部分の混合流体が流体貯蔵部１０から流体移動経路４０に流入するように形成さ
れ、第２の連結部１２は、超音波集束装置８０によって分散及び混合された混合流体が流
体移動経路４０から流体貯蔵部１０に流入するように形成される。
【００８６】
その結果、循環装置８１の作動と共に、混合流体は、流体貯蔵部１０、第１の連結部１１
、流体移動経路４０及び第２の連結部１２を介して順次移動するように循環される。
【００８７】
第１の連結部１１と第２の連結部１２が形成された位置は、例えば、比重に応じて設定す
ることができる。
【００８８】
すなわち、混合流体は、親水性流体と疎水性流体とが混じっている状態であり、このとき
、例えば、水及び水より比重の小さい疎水性物質を含んで構成される場合、第１の連結部
１１は、第２の連結部１２より高い位置に設置され得る。これは、比重の小さい疎水性物
質が水に不十分に混じった部分の混合流体が、第１の連結部１１を介して流体移動経路４
０に流入しなければならないためである。しかし、疎水性物質と親水性物質の比重に応じ
て、第１の連結部１１と第２の連結部１２の設置位置が変わり得ることは当然である。
【００８９】
すなわち、上述したように、第１の連結部１１を介して混合流体のうち相対的に不十分に
分散された部分の混合流体が流体貯蔵部１０から流体移動経路４０に流入し、以下で説明
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する超音波集束装置８０によって分散された混合流体が第２の連結部１２を介して流体貯
蔵部１０に再び流入する構造であればいずれの構造も可能である。
【００９０】
流体貯蔵部１０は、円筒状の構造、または互いに異なる高さの複数の遮断膜を有する構造
などの多様な構造からなり得る。流体貯蔵部１０の形態は、以下で説明する混合流体の循
環のための構造であればいずれも可能である。
【００９１】
一方、各連結部１１、１２の構成に対する他の例を図９に示している。図９は、本発明の
他の実施例に係る流体貯蔵部及び連結部の構造の例を示した図である。
【００９２】
図９を参照すると、流体貯蔵部１０に貯蔵された混合流体は、例えば、比重に応じて３つ
の領域Ａ、Ｂ、Ｃに分類することができる。このとき、第１の連結部１１１、１１２は、
比重が最も小さい領域Ａの混合流体と比重が最も大きい領域Ｃの混合流体が位置した領域
に設置された二つの連結部１１１、１１２として構成することができる。
【００９３】
分散途中の混合流体は、親水性流体及び疎水性流体のうち比重の大きい流体の比率が高い
領域Ｃと、比重の小さい流体の比率が高い領域Ａと、各流体が比較的均一に混じり、比重
が中間値を有する領域Ｂとに区分することができる。
【００９４】
本発明の前記機能を考慮すると、Ａ領域からＣ領域に分類する基準は、比重の大きい流体
に対する比重の小さい流体の濃度が高い順に、Ａ、Ｂ及びＣの領域に３つに分類すること
を特徴とする。
【００９５】
すなわち、比重の小さい流体の濃度が高い領域は、他の領域に比べて比重の小さい流体の
比率が高い領域を意味し、比重の小さい流体の濃度が低い領域は、他の領域に比べて比重
の大きい流体の比率が高い領域を意味するようになる。これを基準にしてＡ～Ｃの領域を
分類すると、Ａ領域は、比重の小さい流体の濃度が最も高い領域で、Ｃ領域は、比重の小
さい流体の濃度が最も低い領域で、Ｂ領域は、Ａ領域とＣ領域との間の中間濃度を有する
領域であり得る。
【００９６】
これによって、上述したように、比重の小さい流体の濃度が最も小さい領域と最も大きい
領域、すなわち、相対的に流体の構成比において差がある部分の各混合流体を流体移動経
路４０に流入させることが、均一な混合のために必要となり、そのため、第１の連結部１
１１、１１２は、それぞれＡ領域及びＣ領域に形成されることが好ましい。一方、分散処
理された混合流体の場合、Ｂ領域に流入することが好ましい。
【００９７】
Ａ領域及びＣ領域に第１の連結部１１１、１１２を形成することによって、比重の小さい
流体の濃度が高い部分と小さい部分を均一に流体移動経路４０に流入させることによって
、分散及び混合の効率をさらに増加させることができる。
【００９８】
このような構造において、比重の小さい流体は、分散程度によってＡ領域に再び移動する
ようになり、その結果、Ａ領域には自然に比重の小さい流体の濃度が高く分布されるよう
に維持される。その一方、比重の大きい流体は、分散程度によってＣ領域に再び移動する
ようになるので、相対的な濃度比において、Ｃ領域には比重の小さい流体の濃度が最も低
く示される。
【００９９】
このような処理過程を繰り返す場合、比重の小さい流体の比重の大きい流体に対する濃度
の領域別差が徐々に減少し、結局、完全な分散が行われるようになる。
【０１００】
第１の連結部１１１、１１２が前記Ａ領域及びＣ領域に設置されることによって、上述し
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たように、第２の連結部１２はＢ領域に設置されることが好ましい。
【０１０１】
再び図１を参照すると、混合流体の分散及び混合機能を行うために混合流体が流体貯蔵部
１０から流体移動経路４０及び超音波集束装置８０に供給されるが、このとき、本発明で
は、図１に示したように、前処理部９０によって混合流体が予め一連の処理を受けて流体
貯蔵部１０に提供される。
【０１０２】
前処理部９０は、混合流体が流体貯蔵部１０に貯蔵される前に、混合流体をマイクロメー
トル単位で分散させた後で流体貯蔵部１０に提供する機能を行う。
【０１０３】
流体貯蔵部１０には、上述したように、親水性流体と疎水性流体とが混合された混合流体
が貯蔵されるが、このとき、全く分散及び混合が行われていない状態では、超音波集束装
置８０を用いる場合にも、各連結部の構成によって親水性流体のみが流入したり、疎水性
流体のみが流入したり、親水性流体と疎水性流体が共に流入してもその比率が均一でない
可能性が非常に大きい。
【０１０４】
超音波集束装置８０は、親水性流体と疎水性流体とが混在するとき、各流体の粒子をナノ
メートル単位で分散させ、各流体を均一に混合させる機能を行う。これによって、上述し
たように、全く分散及び混合が行われていない状態の混合流体が流入する場合、その分散
及び混合効率が低下する可能性がある。
【０１０５】
これによって、前処理部９０では、混合流体が流体貯蔵部１０に貯蔵される前に、混合流
体に親水性流体と疎水性流体とが比較的均一に混じっている仮混合状態になるように混合
流体をマイクロメートル単位で分散させ、仮混合状態の混合流体を流体貯蔵部１０に貯蔵
させる機能を行う。
【０１０６】
前処理部９０は、例えば、上述した従来の超音波分散装置として、バスタイプ、カップタ
イプ及びホーンタイプのそれぞれまたは各タイプを混合したタイプの分散装置を含むこと
ができる。しかし、前処理部９０の機能として、混合流体の各粒子をマイクロメートル単
位で分散させて混合できる機能を行うための機器であれば、いずれも前処理部９０の構成
に含まれ得ることは当然である。
【０１０７】
一方、図８において、前処理部９０で前処理された混合流体を流体貯蔵部１０に流入させ
る流体の移動経路と流体貯蔵部１０とが連結される位置は、流体貯蔵部１０の上部側に形
成されるように示したが、該当の位置は、図８に示した場合に制限されることなく、流体
貯蔵部１０の上部以外の他の位置にも形成され得ることは当然である。
【０１０８】
図９の連結部の構成と図１の前処理部９０の構成によると、上述したように、混合流体が
直ぐ超音波集束装置８０に提供されるときに発生し得る分散及び混合効率の低下を効果的
に解決することができ、混合流体の分散及び混合の効率を大きく高め、混合流体の生産性
を大きく向上できるという効果がある。
【０１０９】
図１０は、本発明の一実施例の具現に係る混合流体の分散程度を概略的に表示した図であ
る。
【０１１０】
図１０を参照すると、混合流体は、第１の混合流体１０１、第２の混合流体１０２及び第
３の混合流体１０３に分類することができる。
【０１１１】
第１の混合流体１０１は、分散が全く行われていない状態の混合流体であって、親水性物
質ｙと疎水性物質ｘとが完全に分離された状態を示している。このとき、第１の混合流体
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１０１が前処理部９０によって１次的にマイクロメートル単位で分散されると、親水性物
質ｙと疎水性物質ｘが完全に分散・混合されないが、均一に分布されている第２の混合流
体１０２として形成されることを確認することができる。
【０１１２】
第２の混合流体１０２は、流体貯蔵部１０に貯蔵された後、超音波集束装置８０に流入し
て第３の混合流体１０３の状態になる。第３の混合流体１０３は、図１０では、超音波集
束装置８０を通過した後の混合流体の状態を示しているが、図８及び図９で説明したよう
に、第３の混合流体１０３は、混合流体が反復的に一定時間の間超音波集束装置８０を循
環しながら最終的に形成された状態を意味すると理解可能である。
【０１１３】
第３の混合流体１０３は、親水性物質ｙと疎水性物質ｘがナノメートル単位で完全に分散
及び混合された状態を示している。このような状態の混合流体は、各流体の粒子が均質に
混合されており、時間の経過後にも、その分散された状態がほぼ変動しない安定性を有す
るようになる。
【０１１４】
このように、本発明によると、親水性流体と疎水性流体を非常に効果的で且つ高い生産性
で分散及び混合し、完全に混合された状態で生産できるという効果がある。
【０１１５】
図１１～図１４は、本発明の一実施例によって試料を分散・混合させた実験結果を示すグ
ラフ及び顕微鏡撮影資料である。
【０１１６】
まず、図１１及び図１２は、化粧品及び医薬品の製造に使用される高級脂肪として、水と
混じらないため製品生産が非常に難しいセチオールを水に２ｗｔ％添加した後、これを既
存の超音波分散装置であるホーンタイプ、バスタイプと、本発明の実施例に係る超音波集
束流体分散混合装置を用いて分散させて得られた実験結果である。
【０１１７】
図１１は、本発明の実施例に係る超音波集束流体分散混合装置によって一定時間の間分散
させて得られた粒度測定結果を示したグラフである。図１１で確認できるように、粒子の
粒度は、８２ｎｍ程度でピークを示し、他のピークは示していないので、各粒子が互いに
凝集されず、均一に分散及び混合されたことを確認することができる。
【０１１８】
一方、図１２では、ホーンタイプの分散装置を用いて同一の混合流体を分散させて得られ
た顕微鏡撮影写真４００と、バスタイプの分散装置を用いて同一の混合流体を分散させて
得られた顕微鏡撮影写真４０１と、本発明の実施例に係る超音波集束流体分散混合装置を
用いて同一の混合流体を分散させて得られた顕微鏡撮影写真４０２とを確認することがで
きる。
【０１１９】
図１２の各顕微鏡撮影写真及び写真に示したスケールバー（Ｓｃａｌｅ　Ｂａｒ）を参照
して確認できるように、本発明の実施例に係る超音波集束流体分散混合装置を使用する場
合、各粒子は、他の実験例に比べて非常に小さいサイズの粒子として均一に分散されてい
ることを確認することができる。
【０１２０】
図１３及び図１４は、前記セチオールと同様に、水に非常に混じりにくい物質としてトリ
カプリン酸グリセリル（Ｃａｐｒｉｃ　Ｔｒｉｇｌｙｃｅｒｉｄｅ）を水に添加した後、
これを既存の超音波分散装置であるホーンタイプ、バスタイプと、本発明の実施例に係る
超音波集束流体分散混合装置を用いて分散させて得られた実験結果である。
【０１２１】
図１３は、本発明の実施例に係る超音波集束流体分散混合装置によって一定時間の間分散
させて得られた粒度測定結果を示したグラフである。図１３で確認できるように、粒子の
粒度は、前記のように８２ｎｍ程度でピークを示し、他のピークは示していないので、各
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粒子が互いに凝集されず、均一に分散及び混合されたことを確認することができる。
【０１２２】
一方、図１４では、既存のバスタイプ＋ステア（Ｓｔｉｒ）タイプの分散装置を通じて同
一の混合流体を分散させて得られた顕微鏡撮影写真５００と、本発明の実施例に係る超音
波集束流体分散混合装置を用いて同一の混合流体を分散させて得られた顕微鏡撮影写真５
０１とを確認することができる。
【０１２３】
図１４の各顕微鏡撮影写真及び写真に示したスケールバーを参照して確認できるように、
本発明の実施例に係る超音波集束流体分散混合装置を用いる場合、各粒子は、他の実験例
に比べて非常に小さいサイズの１００ｎｍ単位の粒子として均一に分散されていることを
確認することができる。
【０１２４】
図１５及び図１６は、本発明の一実施例によって試料を分散・混合させた実験結果に基づ
いて、分散された混合流体の透過率及び後方散乱率を時間の経過と共に測定した結果を示
すグラフである。
【０１２５】
図１１～図１４は、既存の超音波分散装置と、本発明の実施例に係る超音波集束流体分散
混合装置を同一の条件で用いた場合の粒子の分散程度を比較した結果である。
【０１２６】
一方、図１５及び図１６は、本発明の超音波集束流体分散混合装置を用いるとき、分散が
時間の経過後にも非常に安定的に維持されることを示す実験例である。
【０１２７】
図１５は、トリグリセリド（Ｔｒｉｇｌｙｃｅｒｉｄｅ）を水に添加した後、本発明の超
音波集束流体分散混合装置を用いて分散させた直後から時間が経過し、６日２３時間４０
分に到逹するまで混合流体の透過率（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ、Ｔ％）及び後方散乱率
（Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ、ＢＳ％）を試料の高さによって測定した値を示したグ
ラフである。
【０１２８】
図１５を参照すると、青色のグラフには、分散直後に近い混合流体の透過率（Ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ、Ｔ％）及び後方散乱率（Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ、ＢＳ％）がそ
れぞれ別途のグラフとして示されている。一方、赤色のグラフには、分散後、時間が最も
長く経た時点に近い混合流体の透過率（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ、Ｔ％）及び後方散乱
率（Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ、ＢＳ％）がそれぞれ別途のグラフとして示されてい
る。
【０１２９】
図１５のグラフの連続変化量を参照すると、混合流体の各高さによって一定の値がほぼ変
動なく維持されることを確認することができる。これによって、本発明の実施例によると
、混合流体の分散が時間の経過後にも非常に安定的に維持されることを確認することがで
きる。
【０１３０】
一方、図１６は、図１５の混合流体の透過率（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ、Ｔ％）及び後
方散乱率（Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ、ＢＳ％）のデルタ値、すなわち、変化量を示
したグラフである。
【０１３１】
図１６を参照すると、青色のグラフには、分散直後に近い混合流体の透過率の変化量（Ｔ
ｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ、ΔＴ％）及び後方散乱率の変化量（Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉ
ｎｇ、ΔＢＳ％）がそれぞれ別途のグラフとして示されている。一方、赤色のグラフには
、分散後、時間が最も長く経た時点に近い混合流体の透過率の変化量（Ｔｒａｎｓｍｉｓ
ｓｉｏｎ、ΔＴ％）及び後方散乱率の変化量（Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ、ΔＢＳ％
）がそれぞれ別途のグラフとして示されている。
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【０１３２】
図１６で確認できるように、本発明の実施例によると、時間の経過後にも、透過率の変化
量（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ、ΔＴ％）及び後方散乱率の変化量（Ｂａｃｋｓｃａｔｔ
ｅｒｉｎｇ、ΔＢＳ％）がほぼ０に近く測定されることを確認することができる。これに
よって、分散された混合流体の分散が非常に安定的に維持されることを確認することがで
きる。
【０１３３】
以上では、本発明の実施例を構成する全ての構成要素が一つに結合されたり、結合されて
動作する場合を説明したが、本発明が必ずしもこのような実施例に限定されることはない
。すなわち、本発明の目的範囲内であれば、その全ての構成要素を少なくとも一つに選択
的に結合して動作することもできる。
【０１３４】
また、以上で記載した「含む」、「構成する」または「有する」などの用語は、特別に反
対の記載がない限り、該当の構成要素が内在され得ることを意味するものであるので、他
の構成要素を除外するものではなく、他の構成要素をさらに含み得るものと解釈しなけれ
ばならない。技術的または科学的な用語を含む全ての用語は、異なる意味に定義しない限
り、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者によって一般的に理解されるものと
同一の意味を有する。辞典に定義された用語のように、一般的に使用される各用語は、関
連技術の文脈上の意味と一致するものと解釈しなければならなく、本発明で明らかに定義
しない限り、理想的または過度に形式的な意味に解釈しない。
【０１３５】
以上の説明は、本発明の技術思想を例示的に説明したものに過ぎなく、本発明の属する技
術分野で通常の知識を有する者であれば、本発明の本質的な特性から逸脱しない範囲で多
様な修正及び変形が可能であろう。したがって、本発明に開示した各実施例は、本発明の
技術思想を限定するためのものではなく、説明するためのものであって、このような実施
例によって本発明の技術思想の範囲が限定されることはない。本発明の保護範囲は、下記
の特許請求の範囲によって解釈しなければならなく、それと同等な範囲内にある全ての技
術思想は、本発明の権利範囲に含まれるものと解釈すべきであろう。
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